
行政改革取組状況調査票①（取組状況）
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津市行財政改革大綱 ○ H 19 H 27 ○ H H

津市行財政改革中期実施
計画

○ H 22 H 24 ○ H H

24三重県 四日市市 ○
四日市市行財政改革プラン
2011 ○ H 23 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 伊勢市 ○ 第二次行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

165人削減
平成25年4月時点、対
平成20年4月職員数

松阪市行財政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

松阪市行財政改革大綱
アクションプラン

○ H 23 H 25 ○ H H

24三重県 桑名市 ○
第三次桑名市行政改革大
綱
（チャレンジプラン2010）

○ H 22 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・情報の共有化

24三重県 鈴鹿市 ○ 鈴鹿市行財政改革大綱 ○ H 24 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
職員数
平成22年度 1,452人
平成26年度 1,418人

市政一新プログラム-完結
編- ○ H 22 H 25 ○ H H

名張市財政早期健全化計
画 ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次名張市定員適正化計
画

○ H 22 H 26 ○ H H

尾鷲市行財政改革プラン
（第3次大綱・集中改革ﾌ゚ﾗ
ﾝ）

○ H 22 H 26 ○ H H

尾鷲市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

尾鷲市公共施設耐震化計画 ○ H 22 H ○ H H

24三重県 亀山市 ○ 亀山市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
424人（平成27年4月

1日時点の医療職及び
消防職を除く職員数）

鳥羽市行政改革プラン ○ H 22 H 27 ○ H H

鳥羽市職員定数管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

24三重県 熊野市 ○ 熊野市総合計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 いなべ市 ○ いなべ市行政改革大綱 ○ H 19 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成27年度までに43
名削減
退職者の募集
採用者の抑制

志摩市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

志摩市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次伊賀市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H 20 H 24

第2次伊賀市行財政改革大
綱前期実施計画

○ H 23 H 25 ○

問13

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１ 包括的な計画・方針
等
２ 個別的な計画・方針
等
３ その他
４ 特に決めていない

主な方針・計画等の名称

取組中の行政改革の項目 ２ 給与制度見直しの数値目標 ４ 事務事業見直しの数値目３ 外部委託・民間委託の数値目標

全団体対象
問２

問８で「１ 予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２ 予定なし」と回答した団体のみ対象 め 回 団 の 象

問８

策定形態

１ 包括的
２ 個別的

「その他」
の始期

方針・計
画等の
始期

問４

方針・計画
等の公開状
況

１ 公開して
いる
２ 公開して
いない

問１で「３ その他」と回答した団体のみ対象
問７

「その他」の
公開状況

１ 公開して
いる
２ 公開して
いない

問３

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
終期

問１で「１ 包括的な計画・方針等」、「２ 個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１ 包括的な計画・
方針等
２ 個別的な計画・
方針等
３ その他

方向性決定
の予定

１ 予定あり
２ 予定なし

方向性決定
予定時期

24三重県 津市 ○

都道府県名

問１ 問10
１ 定数管理の数値目標

その他の内
容

○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成24年4月1日現在
正規職員数 2,550人○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 松阪市 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 名張市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
H.22.4.1：869人
→H.27.4.1：816人
※53人（6.10%）削減

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 都市内分権の推進 ○ （H.22～25）
820百万円

○ （H.22～25）
250百万円

24三重県 尾鷲市 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

退職者総数2/3新採補
充
（H23～H27）
一般行政部門▲16名
特別行政部門▲3名
公営企業会計▲4名

24三重県 鳥羽市 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
平成22年4月：379人
⇒平成27年4月：360人○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 志摩市 ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市長マニフェスト ○○24三重県 伊賀市 ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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行政改革取組状
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4
物件費の抑制を図るとともに、事業の効果・効
率性や優先順位からの集中と選択による事務
事業の見直しを行う。

10

公共建築物や橋梁などの長寿命化の基本計
画を基に、計画的な予防保全に努め、施設の
長寿命化と長期的な経費の削減と平準化を目
指す。

11

公共サービスを充実するため、サービスの新
たな担い手として、市民、自治会、ＮＰＯ、ボラ
ンティア、企業など多様な主体が関わる「新し
い公共」の実現に向けた取組みを行う。

1

定員管理計画を基本に職員数の削減を中心
とした人件費の削減を行います。

職員数 165人削減
平成25年4月時点、対平成20年4月職員数

10

公共施設に関する情報の整理

人口が減少している伊勢市において、現在の
公共施設が今後どのように更新時期を迎え、
その費用がどの程度必要になってくるかをあ
らかじめ整理しておく必要があります。そこで、
公共施設の基礎的な情報を整理し、更新の是
非の判断材料とし、更新する場合には必要と
なる施設の更新費用等の情報を整理します。

4

事業総点検の実施

施策事業を点検し、見直しや廃止統合を実施
し、時代に合った事業の展開を進めます。

○

・上水道・下水道事業
統合による経費削減
額 3年間で35,000千
円

○
・ホームページアクセ
ス件数 毎年3,000件
増

4
・事務事業評価制度の定着
・施策評価制度の導入
・外部評価制度の導入

5
・使用料・手数料の総点検
・市有財産の貸付・処分
・広告事業の推進

10
・公共施設のあり方検討
・公共施設の運用形態の見直し
・公共施設台帳の整備

○

広域行政推進のため
の会議において広域
的な行政課題の解決
に向けて協議した取組
件数
平成22年度 4件
平成27年度 8件

○ ・平成27年度の地域組
織数 17団体

○

・平成27年度の研修に
関する理解度を含め
た職員満足度（5段階
評価の平均値） 4.2

○

・時間外勤務時間が月
80時間以上の年間延
べ職員数
平成22年度 277人
平成27年度 200人

5 財政改革 13 人材育成改革 15 仕組み改革

5

補助金等の適正化を図るために、平成20年
6月策定の「補助金・負担金の適正化に関する
基準」及び平成22年3月の亀山市行政改革推
進委員会からの「補助金のあり方答申書」を踏
まえ、補助金の目的、成果等を十分検証し、
市民ニーズを的確に捉えた上で、補助金の内
容の見直しを行う。

5

使用料・手数料の受益者負担金は、特定の
市民に提供するサービスの対価であるため、
公平性の観点から市民の理解を得ながら、適
正化を図る。

11

行政の責任を明確にし、市民一人ひとり、市
民団体、地域団体、企業などの多様な主体が
地域社会における役割を認識し、公共サービ
スの担い手としての自発的・積極的な参画・協
働が展開されるよう、仕組みを整えていく。

1 総人件費の抑制 5 経費全般の節減合理化 14 事務事業の減量・効率化

11 パートナーシップのまちづくり 4 簡素で効率的な行政システムの構築 14 効果的で効率的な財政運営の実現

９ 市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

８ 他自治体との連携の数値目標 16 職場環境・モチベーションの数値目標

行政改革の重点事項（３つまで）

10 資産・施設見直しの数値目標
問14

11 民間との協働の数値目標
問15

15 住民サービス向上の数値目標12 情報公開・透明性の数値目標 13 人材育成の数値目標 17 その他の数値目標14 事務の効率化の数値目標

5

財政の健全化
・自主財源比率の向上
・内部管理経費の効率化と公共工事コスト縮
減
・財政計画の策定
・財政状況をわかりやすく公表

1

定員管理の適正化
・正規職員の採用抑制
・再任用職員、任期付職員の活用検討
・職種ごとの定員規模の適正化
・民間活用の検討

4

事業の見直しと事務の効率化
・事務事業評価の充実
・執行体制の見直し
・公共施設の在り方の検討
・民営化や外部委託の検討

「施設カルテ」を用いた「施設仕分け」による公
共・公用施設の最適管理

11
”地域主体の地域づくり”に向けた取り組み
・住民協議会の設立とそれに対応した松阪市
行政のあり方（組織体系を含む）の検討

事業仕分けによる事務事業の見直し 104

17 都市内分権の推進5 歳出削減・歳入増加 1 定数管理

尾鷲市開発公社の解散 15

・経営品質向上活動の導入（セルフアセッサー
の養成、簡易アセスメントの検討・実施）
・協働の支援体制の構築（市民参画への市民
等の意識醸成、協働担い手の育成、協働の促
進、共創事業の提案・選定・実施）
・人材育成の推進（市民・組織が求める人材像
の明確化、人材育成を推進する体制づくり、人
材確保・育成に向けた研修等の取組の実施）

・財政の健全化（財政指標の目標管理、新地
方公会計財務諸表の分析・活用、市債・基金
の適正管理等）
・歳出の適正化（補助金の見直し、事務的経
費の削減・契約事務の改善等）
・自主財源の確保（使用料・手数料等の見直
し、家庭ごみの処理費用の有料化、市税収納
率向上、広告収入等の推進、未利用財産等の
活用・処分等）
・公営企業等の経営健全化（水道料金の改
定、病院事業会計の経営改善・未収金対策
等）

75

17
総合計画に示す政策を実現するための行政
経営システムの構築11 市民と力を合わせたまちづくりの実現 5 将来展望を見据えた行財政運営の健全化

Ⅱ  簡素で効率的な行政経営の展開
市民サービスの質的向上として
  分権型社会への転換が迫られている今、厳
しい行財政環境の中で多様化・複雑化する市
民ニーズに適切・迅速に対応していくため、高
齢者はもとよりすべての市民に対して、効率的
で満足度の高いサービスの提供に、市民との
協働のもと取り組み、申請手続きの簡素化
や、市民の視点に立った窓口対応を実施しま
す。また、市民の利便性の向上を図るために
ワンストップサービス（総合窓口）の実施につ
いても検討していく。

3

Ⅲ  健全財政運営の推進
（1）経常的経費を中心とした歳出の削減
  人件費や物件費の削減、公債費の抑制によ
り経常的経費を中心とした歳出の削減
（2）補助金・扶助費の見直し
（3） 予算編成方針の改革等により限られた財
源を重点的かつ効果的に配分
（4）自主・自立的な経営基盤を確立するよう、
外郭団体等の業務効率化・経営健全化を指導

Ⅰ  市民と協働のまちづくりの推進
行政経営のパートナーとして政策の実行、評
価について市民の参画を求め、行政と市民の
役割を明確にしつつ、協働して開かれた市政
運営を進めていくために、地域コミュニティであ
る自治会やＮＰＯ等との連携を図ります。ま
た、市民がまちづくりの主体であることを意識
し、市民の市政参画を一層促進する仕組みづ
くりについて検討すると共に、 自治会・ＮＰＯ等
が効率的に活動できる仕組みづくりや自治会・
ＮＰＯ等への支援に努めます。

21

○

2中学校を1中学校に
統合

9小学校を3小学校に
統合

・類似施設の統廃合
・有効活用の推進と受益者負担の適正化 13

・意識改革の徹底
・総合的な人事システムづくり

・補助金等の見直し
・予算規模の計画的な縮小
・市税等の財源確保
・総人件費の抑制
・資産の有効活用

105
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由
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そ
の
他

その他の内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

a b c d e f g ｈ i j k l m n o

1 2 3 4 1 2
年
度

年
度 1 2 年度

年
度 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

問13

市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１ 包括的な計画・方針
等
２ 個別的な計画・方針
等
３ その他
４ 特に決めていない

主な方針・計画等の名称

取組中の行政改革の項目 ２ 給与制度見直しの数値目標 ４ 事務事業見直しの数値目３ 外部委託・民間委託の数値目標

全団体対象
問２

問８で「１ 予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２ 予定なし」と回答した団体のみ対象 め 回 団 の 象

問８

策定形態

１ 包括的
２ 個別的

「その他」
の始期

方針・計
画等の
始期

問４

方針・計画
等の公開状
況

１ 公開して
いる
２ 公開して
いない

問１で「３ その他」と回答した団体のみ対象
問７

「その他」の
公開状況

１ 公開して
いる
２ 公開して
いない

問３

「その
他」の終

期

方針・計
画等の
終期

問１で「１ 包括的な計画・方針等」、「２ 個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問６

方向性決定の方法

１ 包括的な計画・
方針等
２ 個別的な計画・
方針等
３ その他

方向性決定
の予定

１ 予定あり
２ 予定なし

方向性決定
予定時期

都道府県名

問１ 問10
１ 定数管理の数値目標

その他の内
容

24三重県 木曽岬町 ○ 木曽岬町定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H ○ ○ ○ ○ 平成24年までに6.8％
の減を目標

24三重県 東員町 ○ 第5次東員町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 菰野町 ○ H H H H ○

通常業務の中、課及び係単位で年
間を通して行程管理を行い、総合
計画、推進計画などとの整合を図
りながら、効率的・効果的な政策推
進に努めている。

○ ○ ○

24三重県 朝日町 ○
朝日町行政改革大綱
（朝日町行政改革実施計
画）

○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎職員数（教育長を含
む）
H23   84人
↓
H27   85人

24三重県 川越町 ○ H H ○ Ｈ26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 多気町 ○ ええまちづくり“私の約束” ○ H 22 H ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中期職員配置計画 ○ H 17 H 30 ○ H H

第５次明和町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

24三重県 大台町 ○ 第1次大台町総合計画後期基本計画 ○ H 24 H 28 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成22年度末194人→
平成28年度末191人

24三重県 玉城町 ○ 玉城町行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ｈ22→Ｈ27
定数管理目標
△4人→△7人

24三重県 度会町 ○ H H H H ○ H25年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大紀町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

大紀町行財政改革実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

南伊勢町行政改革大綱 ○ H 18 ○ H H

南伊勢町町民サービス基本方針 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次紀北町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次紀北町行財政改革大
綱アクションプログラム ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次紀北町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

24三重県 御浜町 ○ 御浜町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紀宝町行財政改革大綱 ○ H 20 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紀宝町定員管理適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してくだ

23 13 1 3 26 15 34 7 0 1 2 1 2 1 0 28 13 25 26 28 23 13 8 0 20 16 21 27 24 24 20 2 14 1 0 1集計

24三重県 明和町 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 大紀町 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
職員数を206人から
175人

24三重県 南伊勢町 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24三重県 紀北町 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成28年4月1日職員
数を200人
（11人削減）

24三重県 紀宝町 ○ ○
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a b

市区町村名都道府県名

24三重県 木曽岬町

24三重県 東員町

24三重県 菰野町

24三重県 朝日町

24三重県 川越町

24三重県 多気町

24三重県 大台町

24三重県 玉城町

24三重県 度会町

24三重県 御浜町

行の挿入は、この行よりも

集計

24三重県 明和町

24三重県 大紀町

24三重県 南伊勢町

24三重県 紀北町

24三重県 紀宝町

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

「設
定し
てい
る」

具体的内容

p q

分類 内 容 分類 内 容 分類 内 容

９ 市町村への権限移譲の数値目標

全団体対象

８ 他自治体との連携の数値目標 16 職場環境・モチベーションの数値目標

行政改革の重点事項（３つまで）

10 資産・施設見直しの数値目標
問14

11 民間との協働の数値目標
問15

15 住民サービス向上の数値目標12 情報公開・透明性の数値目標 13 人材育成の数値目標 17 その他の数値目標14 事務の効率化の数値目標

3
民間出身の委員で構成された第3次行財政検
討委員会において、事務事業・委託事業・補
助事業について見直しの協議を行っている。

7
民間出身の委員で構成された第3次行財政検
討委員会において、事務事業・委託事業・補
助事業について見直しの協議を行っている。

5 健全財政の確立 14 より効果的な・効率的な行政運営の確立 15 職員の意識改革と人材育成

4

◎事務事業の見直し
・事務事業の再編
・行政評価の本格導入
・外部評価の導入

5

◎自主財源の確保
・町税等の収納率向上
・新たな財源の検討
・町有財産の有効活用

13
◎人材育成の推進
・職員研修の充実
・人事評価制度の構築

11

公共サービスを充実と多様化する住民ニーズ
への対応のため、市民、自治会、ＮＰＯ、ボラ
ンティア、企業など多様な主体が関わる「新し
い公共」の実現に向けた取組みを行う。

4 事務事業見直し 13 自主・自立的に取組む人材育成

15 窓口、電話対応の接遇向上

1 職員数の計画的な削減 4 効果、効率と達成度に応じた事務事業見直し 5 選択と集中による効果的な財政運営

○

Ｈ22→Ｈ27
「知っ得納得」お出か
け講座の実施件数
14件→30件

○
Ｈ22→Ｈ27
法務研修実施回数
1回→3回

○

Ｈ22→Ｈ27
経営品質向上職員研
修実施回数
1回→2回

11

住民と行政による協働を進めてきたが、住民
には浸透していないためもう一度啓発等含め
基本的なことから協働に対する取り組みを
行っていく。

15 協働の推進に合わせ、地域に合った行政サー
ビス、住民サービスを行っていく

3
中学校、小学校の給食業務を民間委託実施し
ている。今後は保育所の給食業務も民間委託
へ向け検討を行っている。

13 組織力の強化 16
仕事と生活の調和の実現によるワークスタイ
ルの変革 17 防災力の強化

5 財政の健全化 13 人材の育成 3 指定管理者制度の推進

上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の

1 0 1 2 0 2 1 0 2 1

8

現在取り組みはとまっているものの、定住自
立圏構想に基づく協定締結をめざし取り組ん
でおり、近隣1市3町での事務の連携等を模索
している。

6

昨年度実施した大幅な組織・機構改革の一部
見直しも検討しており、より住民ニーズに柔軟
に対応できる、効率的な組織体制を目指して
いる。

11
地域住民との協働が今後の行政運営におい
ても重要であり、第5次総合計画基づき着実に
推進していく。

4 支所の宿日直業務の廃止・縮小
IT考課部門の強化し、IT関連業務の効率的な
運営により、委託料の削減を図る。 3 指定管理者制度の推進 4

16 職員間のコミュニケーション向上15
南伊勢町町民サービス基本方針（サービス基
準、向上目標）の徹底

4 事務事業評価による見直し

・公共施設のあり方の検討
既存施設の利用状況などの調査を実施し、

有効利用等について検討を行い、施設のあり
方や統廃合も含めた活用の方向性の決定を
行います。

5

各種団体への補助金は、事業効果や必要性
を再確認し、補助率（額）の改定や期間の設定
等を検討します。また、優先事業への重点投
資を実施するため、小額補助金の廃止を検討
します。

10
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（別添２）行政改革取組状況調査票②（終了した取組）

問３

a b ｃ ｄ e ｆ
1 2 3 年度 1 2

行の挿入は、この行よりも下で実施してください。 行の挿入は、この行よりも下で実施してください。 行の挿入は、この行よりも下で実施してください。 行の挿入は、この行よりも下で実施してください。 行の挿入は、この行よりも下で実施してください。 行の挿入は、この行よりも下で実

24三重県 川越町 第4次川越町行政改革大綱 ○ H 17 H 職員数の定数管理
平成17年度 120人 ⇒ 平成23年度末 115人 ○

24三重県 度会町 第３次度会町行政改革大綱 ○ ○ H 17 H ○

24三重県 南伊勢町 南伊勢町集中改革プラン ○ H 18 H 23 検証中 ○

行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実施してください。 行の挿入は、この行よりも上で実

2 2 0 0 3

都道府県名

集計

年度

全団体対象

計画・方針等の名称又は
「その他」の具体的内容

問２ 問４

策定形態

１ 包括的
２ 個別的
３ その他

始期 終期 取組の成果・効果

成果・効果の
公開状況

１ 公開して
いる

２ 公開して
いない

市区町村名

問１

都道府県の市区町村担当課にあっては、市区町村の担当課等を転記してください。

担当課 担当者名 電話番号 E-mail
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